
 

 

 

 

 

 

新中津川市環境基本計画 

骨子（案） 
 

 

リニア中央新幹線時代に向けた 

中津川の環境の保全・創造についてのガイドウェイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 11 月４日 

 

中津川市 生活環境部環境政策課 
 

 

（注）本骨子（案）に掲載している内容は、11 月 4 日時点での事務局

の案です。本骨子（案）の内容について、今後、関係各課、関連

事業者等との協議・調整を進めます。 
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環境基本計画は、中津川市環境基本条例第 7 条に基づき、良好な環境の保全と創出に関する施策

を総合的、計画的に推進することを目的として策定されるものです。 

これまでに、平成 16 年 3 月に「環境基本計画」を策定し、平成 19 年 3 月に市町村合併を受けて「新

中津川市環境基本計画（第二次環境基本計画）」に改定しており、その計画期間が平成 27 年度に終了

したことから、このたび「第三次環境基本計画」（以下、「本計画」という。）として改定したものです。 

本計画では、都市生活型公害やエネルギーの大量消費による地球温暖化など、多様化・複雑化する

現在の環境問題に取組みながら、持続可能な社会の実現を目指し、市民・事業者・市の各主体が協力・

連携して「全市環境 ISO 運動」を展開してきました。このたびの改定では、更に多角化している環境問題

や平成 39 年を予定しているリニア中央新幹線の開業など本市の環境を取り巻く状況の変化を踏まえ計

画内容の見直しを行っています。 

 

 

 

  

計画策定の趣旨 

中津川市が目指す環境像（仮） 

中津川市総合計画（平成 26 年 3 月）で掲げる中津川市の将来像 

かがやく人々 やすらげる自然 活気あふれる 中津川 

第二次環境基本計画で掲げる中津川市の将来の環境像（仮） 

元気な市民がつくる低炭素・循環・自然共生型の魅力あふれるまち 中津川(仮) 

 【環境保全と地域活性化の両立 中津川の豊かな自然を守り・活用する地方創生】 
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計画の位置づけ 

中津川市 
環境基本条例 

・中津川市地球温暖化対策実行計画 ※１ 

・中津川市地域新エネルギービジョン ※２ 

・再生可能エネルギー導入推進計画 ※３ 

・チャレンジ 25地域づくり計画 ※４ 

・中津川市省エネ節電計画 ※５ 

・一般廃棄物処理基本計画 ※６ 

・中津川市生物多様性地域戦略 ※７ 

各種関連法 

環境基本計画 

第三次中津川市環境基本計画（※以下を含む） 

・中津川市都市計画マスタープラン 

・中津川市都市交通マスタープラン 

・中津川市林業振興ビジョン 

・中津川市リニアのまちづくりビジョン など 

中津川市総合戦略 
（平成 27年度策定） 中津川市総合計画 

環境基本法 

国の法律・計画 

循環型社会形成推進基本法 

生物多様性基本法 

環境影響評価法 

大気汚染防止法 

水質汚濁防止法 

土壌汚染対策法 

悪臭防止法 騒音規制法 

振動規制法 工業用水法 

自然環境保全法 など 

上位計画 

中津川市環境基本条例第7条に 
より「環境基本計画」を策定 

※１「地球温暖化対策の推進に関する法律」第二十条の三  
※２「地球温暖化対策の推進に関する法律」第二十条の三、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」第八条 
※３「地球温暖化対策の推進に関する法律」第二十条の三、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」第八条 
※４「地球温暖化対策の推進に関する法律」第二十条の三 
※５「地球温暖化対策の推進に関する法律」第二十条の三、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」第五条～二十条 
※６「廃棄物処理法」第６条 
※７「生物多様性基本法」第五条
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本計画の取組み期間は、平成 28年度から平成 37年度までの 10年間とします。中間時点 (平

成 32年度)で必要に応じ計画を見直します。 

将来の中津川市の環境像は、リニア中央新幹線の供用後（平成 39年を予定）をイメージして

作成しました。 

 

 

○少子化、高齢化社会の進行とそれへの支援。働き盛りの方の雇用場所と居住場所の確保 

○リニアに伴う開発・まちづくりに伴う環境影響の低減と開発を魅力に転化する低炭素・循環型のまちづくり 

○森林や里山、天然記念物等希少動植物の生息地の劣化に対する保全と活用 

○多くの人が魅力を感じる健康的で安心な生活環境の形成 

○中津川市内の良好で魅力的な環境を発見・維持し、次世代に伝える人材確保 

 

本計画の取組みは、「低炭素地域づくり」、「循環型地域づくり」、「自然共生地域づくり」の分野で構成

します。これらの取組みを支える分野横断的な共通の基盤として「環境保全に向けた人づくり」と「安全

安心な環境づくり」の取組みを一体のものとして推進します。 

なお、本計画は、中津川市の環境分野の総合計画であり、関連する下位計画を兼ねています。 

 

計画の期間 

第二次環境基本計画 計画期間(10 年間) 

短期施策 

中期施策 

  平成 28年度 平成 42 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

リニア中央新幹線 供用後 リニア中央新幹線 工事期間 

5年間 5年間 

中津川市の 

将来の環境像 

中津川市の地域課題 

5 つの柱 

 

 
※地球温暖化対策実行計画（区域施策

編、事務事業編）、地域新エネルギービ

ジョン、再生可能エネルギー導入推進

計画、チャレンジ 25 地域づくり計

画、省エネ節電計画を兼ねる 

 

低炭素地域づくり  

※一般廃棄物処理基本計

画（平成 26 年 3 月）

を引用 

循環型地域づくり  

※生物多様性地域戦略を

兼ねる 

 

自然共生地域づくり 

安全安心な環境づくり 

環境保全に向けた人づくり 
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 計画の５つの柱のそれぞれについて、下記の基本方針を定めました。 

 

 

新中津川市環境計画の構成・体系 

元
気
な
市
民
が
つ
く
る
低
炭
素
・
循
環
・
自
然
共
生
型
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち 

中
津
川
（
仮
） 

低炭素地域 
づくり 

循環型地域 
づくり 

自然共生地域 
づくり 

安全安心な環境 
づくり 

環境保全に向けた
人づくり 

ごみ減量化（Reduce）の促進 

再利用（Reuse）、リサイクル（Recycle）の推進 

環境保全に配慮した適正処理・処分 

省エネルギーなどエネルギーの効率的な利用の促進 

災害に強く地域を元気にする再生可能エネルギーの導入促進 

建築物や交通インフラなど都市構造の低炭素化 

中津川の自然を理解する 

中津川の自然を保全する 

中津川の自然を活かす 

健康で安全な環境づくり 

快適で安心な環境づくり 

環境人材ネットワークづくり 

多様な主体による環境教育・学習の推進 

地域一体となった環境フィールドづくり 

環境像 

中津川の自然を守る仕組みを作る 

※地球温暖化対策実行計画（区域施策

編、事務事業編）、地域新エネルギ

ービジョン、再生可能エネルギー導

入推進計画、チャレンジ 25 地域づ

くり計画、省エネ節電計画を兼ねる 

 

５本の柱 基本方針  (仮) 

森林バイオマスなど地域資源を活用した循環型社会の構築 

行政による率先行動【実行計画（事務事業編）】 

※一般廃棄物処理基本計画
（平成 26 年 3 月）を

引用 
 

※生物多様性地域戦略を兼
ねる 

 

検討中 

記載する？ 
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